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本事例における留意点

内国法人が中国子会社から配当を受領した場合、その配当の支払に係る基準日が平成21年

４月１日以後開始する事業年度に属するものであれば、外国子会社配当益金不算入の対象とな

る。

事 例

当社は製造業を主たる事業とする12月決算法人であり、当社が50％出資する製造子会社

（以下「中国製造子会社」といいます。）を中華人民共和国（中国）に有しております。

中国は法人税率が25％であることから、中国製造子会社は特定外国子会社等に該当するこ

ととなりますが、中国製造子会社は現地で製造業を行っていることから、外国子会社合算税制

（タックスヘイブン対策税制）の適用除外の要件を満たしているとして、平成21年12月期の

法人税の申告を行っております。

ところで、中国製造子会社では平成22年５月に董事会を開催して、配当の支払の決議を行

い、平成22年７月に配当の支払が行われました。この中国製造子会社からの配当は外国子会

社配当益金不算入の対象とすることはできますか。

なお、中国製造子会社は12月決算ですが、定款で配当基準日を定めておらず、董事会でも

配当基準日を定めていませんでした。

【当社の会計処理】

現金預金 9,000,000円 ／ 受取配当 10,000,000円

外国源泉税 1,000,000円 ／
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本事例における法令等の検討

１ 外国子会社配当益金不算入制度につ

いて

平成21年度税制改正において、内国法

人が改正法の施行日（平成21年４月１日）

以後に開始する事業年度において「外国子

会社」から受ける「剰余金の配当等の額」

について、内国法人の所得の計算上、益金

の額に算入しないという外国子会社配当益

金不算入制度が創設されました。

外国子会社配当益金不算入制度は、内国

法人が、外国子会社（内国法人の外国法人

に対する持株割合が25％以上であり、か

つ、その保有期間が剰余金の配当等の額の

支払義務が確定する日以前６月以上である

外国法人をいいます。）から受ける剰余金

の配当等の額がある場合には、その剰余金

の配当等の額からその剰余金の配当等の額

に係る費用の額に相当する額（剰余金の配

当等の額の５％相当額）を控除した金額を

益金不算入とすることができるというもの

です（法法23の２)。

ただし、外国子会社が外国子会社合算税

制における「特定外国子会社等」に該当す

る場合には、内国法人における改正法の施

行日以後に開始する事業年度において特定

外国子会社等から受ける配当等の額で、そ

の特定外国子会社等における改正法の施行

日前に開始した事業年度に係るものについ

ては、外国子会社配当益金不算入の適用は

しないこととされています（改正法附則

44⑤)。

２ 外国子会社配当益金不算入制度に関

するQ&A

平成22年１月に国税庁から公表された

「外国子会社配当益金不算入制度（配当減

免制度）に関するQ&A」（以下「Q&A」

といいます。）問１において、『特定外国子

会社等から受ける配当等に係る適用関係』

について、以下のように記載されています。

平成21年度税制改正で導入された

配当免税制度は、内国法人が改正法の

施行日（平成21年４月１日）以後に

開始する事業年度において外国子会社

（法人税法第23条の２第１項に規定す

る外国子会社をいいます。以下同じ。）

から受ける配当等の額（同項に規定す

る剰余金の配当等の額をいいます。以

下同じ。）について適用することとさ

れています（改正法附則６)。

ただし、外国子会社が外国子会社合

算税制における「特定外国子会社等」

に該当する場合には、内国法人におけ

る改正法の施行日以後に開始する事業

年度において特定外国子会社等から受

ける配当等の額で、その特定外国子会

社等における改正法の施行日前に開始

した事業年度に係るものについては、

配当免税制度は適用しないこととされ

ています（改正法附則44⑤）。

本件の配当の額は、内国法人におけ

る改正法の施行日以後に開始する事業

年度において特定外国子会社等から受

けるものであるため、その配当の額が

特定外国子会社等のいつの事業年度に

係るものであるかにより、配当免税制

度の適用があるかどうかを判断するこ
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ととなります。

この点について、平成21年改正前

の外国子会社合算税制において、特定

外国子会社等が支払う配当等の額は、

その配当等の支払に係る基準日の属す

る事業年度の適用対象留保金額の計算

上、未処分所得の金額から控除する

（旧措令39の16①二）とされていた

ことからすれば、配当免税制度の適用

関係に関して、特定外国子会社等から

受ける配当等の額が、その特定外国子

会社等のいつの事業年度に係るもので

あるかについても、基本的にはこれと

同様の考え方により、特定外国子会社

等の配当等の支払に係る基準日の属す

る事業年度に係るものと解するのが相

当です。

したがって、特定外国子会社等から

受ける配当等の額に係る配当免税制度

の適用に当たっては、特定外国子会社

等の配当等の支払に係る基準日の属す

る事業年度が施行日前に開始するかど

うかにより、旧法の適用となるか新法

の適用となるかを判断することになり

ます。

本件の配当の支払に係る基準日は平

成21年３月31日とのことであり、そ

の基準日の属する特定外国子会社等の

事業年度（自平成20年４月１日至平

成21年３月31日）は改正法の施行日

（平成21年４月１日）前に開始した事

業年度であることから旧法の適用とな

り、配当免税制度の適用はなく、本件

の配当の額は益金の額に算入されるこ

ととなります。

（注１) 我が国において「基準日」と

は、法律（会社法）に基づき株式

会社が定める一定の日であって、

その日において株主名簿に記載さ

れ、又は記録されている株主（基

準日株主）に対して議決権行使、

配当請求等の権利を認めることに

なる日とされています（会社法

124)。一般に、期末配当の基準日

は事業年度の末日とされているこ

とを踏まえれば、外国法人である

特定外国子会社等から受ける配当

等の支払に係る基準日についても、

一義的には、その配当等の支払日

の直前の事業年度の末日であると

して取り扱うのが適当です。ただ

し、適法な手続によって基準日を

事業年度の末日以外の日と定めて

いる場合には、その定めた日によ

ることとなります。

しかし、諸外国の制度は様々で

あり、特定外国子会社等の所在地

国等において、我が国の基準日と

同様の概念がない場合もあると考

えられますので、このような場合

において、仮にその特定外国子会

社等の株主の配当請求権が、その

配当等の支払確定日（配当決議

日）や配当支払日において確定す

ると認められるときには、その日

が基準日に相当する日であるとし

て取り扱って差し支えありません。
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本事例における取扱いの検討

１ 中国製造子会社の基準日はいつか

貴社の平成22年１月１日から同年12月

31日までの事業年度は、平成21年４月１

日以後に開始する事業年度であることから、

特定外国子会社等に該当する中国製造子会

社の平成21年４月１日以後に開始する事

業年度に係る配当等の額を受領した場合に

は、外国子会社配当益金不算入の適用をす

ることができます。

ところで、中国では、定款又は配当決議

において各事業年度の配当基準日を定めた

場合には、その定めた日を基準日としますが、

定めていない場合には董事会決議日を基準

日とするのが、一般的と考えられています。

中国製造子会社は定款及び董事会での配

当決議のいずれにも配当基準日を定めてい

ないことから、上記Ⅰ２のQ&Aの「しか

し、諸外国の制度は様々であり、特定外国

子会社等の所在地国等において、我が国の

基準日と同様の概念がない場合もあると考

えられますので、このような場合において、

仮にその特定外国子会社等の株主の配当請

求権が、その配当等の支払確定日（配当決

議日）や配当支払日において確定すると認

められるときには、その日が基準日に相当

する日であるとして取り扱って差し支えあ

りません。」の記載のとおり、董事会での

配当決議日を基準日とすることが相当と考

えられます。

そうすると、中国製造子会社の董事会の

配当決議日の平成22年５月が基準日とな

ることから、その基準日の属する中国製造

子会社の事業年度は平成22年１月１日か

ら同年12月31日までの事業年度となり、

平成21年４月１日以後の開始する事業年

度に該当することから新法の適用となりま

す。

２ 中国製造子会社からの配当は外国子

会社配当益金不算入の対象か

貴社は、中国製造子会社の発行済株式の

50％を継続して保有していることから、

貴社が受け取る中国製造子会社からの剰余

金等の配当は外国子会社配当益金不算入の

対象となります。

３ 益金不算入額の計算

貴社が中国製造子会社から受け取る配当

が剰余金の配当等の額として、外国子会社

配当益金不算入の対象となることから、そ

の配当に対して課される外国源泉税等につ

いては、損金不算入とされます。

したがって、中国製造子会社から受け取

る配当10,000,000円の95％相当額である

9,500,000円が外国子会社配当益金不算入

の金額となり、外国源泉税1,000,000円は

損金不算入となります。

【配当の基準日の概要図】
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貴社の申告調整>

【別表４】

※ 中国製造子会社からの配当10,000,000円の95％相当額である9,500,000円が益金

不算入となります。

(了)

国 税 速 報平成22年11月22日 第6143号 第３種郵便物認可 ( 9 )


